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序章

ミャンマー軍政の 23 年
―なにをめざし，なにを実現したか―

工藤年博

はじめに

今，ミャンマー政治は転換点を迎えている。2010 年 11 月 7 日，ミャ
ンマー軍政はじつに 20 年ぶりに総選挙を実施した。その 6 日後の 11 月
13 日には，民主化運動のリーダーであるアウンサンスーチー氏を 7 年半
ぶりに自宅軟禁から解放した。2011 年 1 月 31 日には議会が招集され，2
月 3 日には議会において，総選挙で大勝した連邦団結発展党（Union 
Solidarity and Development Party：USDP）党首であり，現役首相のテ
インセイン氏が新大統領に選出された。テインセイン大統領は総選挙前に
退役しており，現在は文民である。そして，3 月 30 日に新政権が誕生した。
1988 年 9 月 18 日のクーデターによって権力を掌握して以来，23 年間の
長きにわたり国を統治してきた国軍は，ここにUSDP政権に権力を移譲し，

「民政移管」を完了した。同時に，1992 年以来，国軍司令官であり，最
高意思決定機関の国家法秩序回復評議会（State Law and Order Restora-
tion Council：SLORC）―1997 年以降は国家平和発展評議会（State 
Peace and Development Council：SPDC）―のトップであったタンシュ
エ議長，および同副司令官でナンバー・ツーであったマウンエイ副議長（１）
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も退役した。USDP 新政権を国軍の傀儡政権と呼ぶ人は多い。しかし，ミャ
ンマーに新たな政治体制と新たな政治プレーヤーが登場したことは間違い
ない。

1988 年の軍政の登場はミャンマーの政治，国軍，経済，社会，国際関係，
民族紛争などに大きな影響を与えた衝撃であった。今，その衝撃波はよう
やく収まり―もちろん，それぞれの分野における問題が解決したわけでは
ないが―，ポスト軍政，あるいはポスト・タンシュエの時代が幕を開けた。
軍政の登場が民主化運動の弾圧と多くの市民の犠牲という悲劇的な事件を
伴ったのと対照的に，ポスト軍政は首都ネーピードーの国会でのテインセ
イン大統領の演説によって静かに幕を開けた。その意味は決して小さなも
のではない。

しかし，われわれはポスト軍政の行方をまだ展望できていない。ポス
ト軍政のミャンマーは，どこへ向かうのだろうか。本当に軍事政権が終わっ
て民主化へと向かうのだろうか。それとも，新たに制定された憲法や議会
によって制度化された，間接的な軍事政権が継続されるだけなのだろうか。
また，ポスト軍政における政治は，社会や経済に対してどのような影響を
与えるのだろうか。これまで，こうした問いが十分に検討されてきたとは
いえない。だから，日本を含めて先進国も迷っている。われわれは新政権
にもっと関与すべきなのか，あるいは経済制裁を続けて圧力をかけ続ける
べきなのか。結局，われわれが知りたいのは，2010 年総選挙と新政権の
誕生が，軍政の終わりの始まりなのか，それとも軍政の合法化・制度化へ
向けた第一歩なのかという問いへの答えである。この見極めができなけれ
ば，ポスト軍政時代を見通すことは難しい（２）。

本書はこの問いに一定の答えを出そうとする試みである。そして，こ
の問題に答えるためには，まずはミャンマー軍政が 23 年という長い年月
をかけて，なにをめざし，何を実現したのか（あるいは実現に失敗したの
か）を知る必要がある。それがわからなければ，ミャンマー政治がなにか
らなにへ，どこからどこへ転換しようとしているのか（あるいは転換しな
いのか）を考える材料がない。

やや先走りすぎているかもしれないが，ここで本書の主張を述べてし

まえば，ミャンマー軍政が 20 年以上の長い年月をかけてめざしたものは，
1988 年の民主化運動および 1990 年の総選挙での大敗によって揺らいだ，
国軍をバックボーンとする国家体制の立て直しであり，軍政が実現したこ
とは反政府勢力の弾圧，経済権益の拡大，そしてなによりも軍事力の増強
による，国軍の権力基盤の強化であった，ということである。すなわち，
2010 年総選挙とそれにもとづく「民政移管」は，国軍の統治基盤が確固
たるものとなった時に実現したものであり，したがって今回の「民政移管」
は必ずしも軍政の終わりの始まりを意味するものではなく，むしろ国軍を
バックボーンとする国家体制の制度化の第一歩ととらえるべきである，と
いうことである。しかし同時に，国軍の権力基盤の強化が強権的な統治に
よってなされたために，さまざまな深刻な副作用をともなっており，新政
権はそうした課題への取り組みも求められている。それは統治の正統性の
欠如であり，国際社会における不名誉な地位であり，経済発展の後れであ
る。すなわち，国軍は権力基盤の強化による「自信」と，国際社会におい
て取り残されたという「焦り」を新政権に残したといえる。そして，新政
権はこの自信と焦りを背景に国の運営に乗り出しているのである。

このような主張を展開するために本書が明らかにしようとする具体的
な内容は，軍政の権力基盤の強化が，国内外の政治経済環境の変化のなか
で，どのように実現され，そしてそれがどのような結果をもたらしたのか
ということである。そうした意味では，本書は同じ編者による『ミャンマー
経済の実像―なぜ軍政は生き残れたのか―』（工藤編［2008］）の続編で
ある。前編著においては，なぜ軍政が 20 年の長きにわたり倒れないのか
という問題を，おもに経済面から検討した。今回は国軍の軍事的拡大，反
政府勢力の押さえ込み，少数民族や旧ビルマ共産党勢力との停戦合意，近
隣諸国との関係強化など，政治・国際関係の分野にも射程を広げる。また，
軍政が権力基盤を強化する過程において，民主化の遅れ，人権侵害，少数
民族問題の政治解決の先延ばし，宗教の政治利用，教育の劣化，難民や移
民労働者の大量流出など，国民が直面することとなった負の面についても，
本書はみていく。この両方を知ることが，新政権の国政の運営のあり方を
理解するうえで必要なのである。
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この序章の役割はミャンマー軍政が 23 年間でなにをめざし，なにを実
現したのか（あるいは，実現しなかったのか）を棚卸しすることで，読者
の皆さんに各章を理解するための背景知識を提供し，水先案内をすること
である。棚卸しは広い範囲に及ぶが，国軍の国政関与の確立，少数民族問
題，経済改革と権益拡大，近隣諸国との関係強化について項を立てて検討
する。その後，各章の議論を紹介し，本書の全体像を示す。

第 1 節　国軍の国政関与の確立

ミャンマー軍政が 23 年という長い歳月をかけてめざし，そして一応の
完成をみた第 1 の事業，それは 2008 年に制定された憲法と選挙という民
主主義の手続きにしたがって，しかし同時に，国軍が設立した政党（以下，
国軍政党と呼ぶ）が選挙競争に負けることなく，国軍および国軍政党が必
ず権力を握るという，本来的には矛盾を内包する政治制度の確立であった。

1988 年 の 政 変 は， ビ ル マ 社 会 主 義 計 画 党（Burma Socialist Pro-
gramme Party：BSPP）に対する軍部のクーデターであった。国軍は超
法規的に権力を奪取し，暴力で民主化運動を鎮圧した。軍政は 1988 年の
布告第 1 号において，治安と平和の回復と，それが達成された時点での
複数政党制による総選挙の実施を約束している。この時点では，軍政は
BSPP の一党独裁体制から，国民が望む多党制による民主主義への移行の
ための選挙管理政権，あるいは暫定政権という性格を自認していたといえ
る。しかして，ミャンマー軍政は 1990 年に総選挙を実施した。

しかし，その総選挙でアウンサンスーチー氏が率いる国民民主連盟
（National League for Democracy：NLD）が，議席の 8 割を獲得すると
いう大勝利を収めたことで，すべての計画が狂ってしまう。当時，軍政が
政権を移譲しようと目論んでいたのは，BSPP の後継政党である国民統一
党（National Unity Party：NUP）であった。しかし，1990 年総選挙に
おいて NUP はわずか 10 議席，全議席の 2％しか取れずに惨敗した。こ
の後，ミャンマー軍政は NUP を見捨て，国軍自らが政党を設立する道を

選んだ。それが 2010 年総選挙で圧勝した USDP である。NUP は 2010
年総選挙では，今度は USDP に敗れることになった。2010 年総選挙の結
果については，第 1 章「2010 年ミャンマー総選挙結果を読む」（工藤年博）
で詳しく検討する。

ミャンマー軍政が，1990 年総選挙で勝ったアウンサンスーチー氏，あ
るいは NLD に権力を譲り渡す選択肢はなかった。当時はまだ国軍の民主
化運動に対する武力弾圧の記憶が国民に新しく，多くの学生運動家たちは
タイとの国境へ逃れ，カレン民族同盟（Karen National Union：KNU）
など少数民族武装勢力との武力共闘を模索していた時代である。彼らの反
軍感情は峻烈であった。当然，NLD あるいはアウンサンスーチー氏が権
力を握った場合，国軍のそれまでの不当行為に対する報復は厳しいものに
なることが予想された。そうした相手に，武力を有している国軍が権力を
渡すはずはない。こうして，20 年前に選挙を通じた権力移譲に失敗した
ミャンマー軍政が，その失敗から学んだ教訓は，「負けない」選挙，ある
いは負けても国軍が国家権力を維持し続けられる政治体制の必要性であっ
た（工藤［1997： 21-22］）。

ミャンマー軍政が 23 年という長い歳月をかけて築こうとしてきた「民
主主義」は，選挙を実施しつつも，自らの政党が負けることがなく，国軍
が国政に関与し続けられる政治制度である。こうした制度の構築のために，
軍政は反政府勢力の弾圧，国軍に都合のよい憲法の制定，国軍政党の設
立，言論の統制や結社の制限など，さまざまな手段を行使してきた。軍政
は 1988 年の民主化運動をきっかけに顕在化，もしくは活動を活発化させ
たあらゆる反政府勢力―学生，アウンサンスーチー氏，NLD，僧侶，少
数民族武装勢力など―を武力や強権的手段で弾圧し，組織を解体に追い込
んだり，統制下においたりした。

1988 年以降，つねに民主化運動の中心にいたアウンサンスーチー氏お
よび NLD が軍政との対立のなかで，厳しい監視下におかれ，活動を封じ
込められたり，解体させられたりしていった経緯については，第 3 章「軍
政下の民主化運動と今後の展望」（伊野憲治）において詳しく描写される。
2007 年の大規模デモにおいて存在感を示した，もうひとつの（潜在的な）
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反政府勢力である僧侶とサンガ組織に対する，軍政の政策と対策について
は，第 6 章「ミャンマー軍政下の宗教―サンガ政策と新しい仏教の動き―」

（土佐桂子）が扱っている。ここでは，軍政が僧侶やサンガ組織を国家統
制下におくと同時に，仏教を事実上の国教と位置づけ，これを少数民族地
域を含めて全国へ布教することで，自らの統治基盤の強化にも利用した様
子が描かれる。

また，2008 年に制定された憲法にも，国軍に有利な条項がいくつも盛
り込まれた（３）。たとえば，新たに設置された 2 院制の連邦議会および 14
の地方議会にはすべて，国軍司令官が直接指名する国軍議員が 4 分の 1
相当数含まれることが規定された。国防相，内務相，国境相については，
実質的に国軍司令官が任命する規定となっており，これにより国軍，警察，
国境警備隊などすべての武力が国軍司令官の影響下に入ることになった。
また，国軍司令官が強い影響力を行使できると想定される国防治安評議会
を通じて，非常事態時に大統領から全権を最大 2 年間，国軍司令官に委
譲させることも可能である。軍人は軍法会議のみで裁かれ，そこでは国軍
司令官の決定が最終である。また，これまで SLORC/SPDC が任務として
実施した事項については，これを理由とし，担当者を提訴したり，処罰し
たりすることはできないとの免責事項も盛り込まれた。このようにミャン
マー軍政は，国軍の政治的影響力を確保するさまざまな仕組みをつくり上
げたうえで，選挙に臨んだのである。

さて，ここでひとつ疑問が湧く。それでは，なぜ軍政は選挙を導入し
たのだろうか。本来，選挙の意義は主権者たる国民に対して，投票によっ
て政権担当者を選び，また定期的に政権を評価する機会を与えることにあ
り，同時に，政権に対しては選挙による国民の評価を意識させることで，
規律ある意思決定を促すことにある。選挙競争で国軍政党が負けないので
あれば，そのような選挙は当然，国民にとってはあまり意味がない。のみ
ならず，ミャンマー軍政にとっても選挙を通じて権力を手放す意図がない
のであれば，負けないための仕組みを凝らしているとはいえ，まったくリ
スクがないとはいえない選挙をあえて導入する理由はないのではないか。
軍事政権の発足直後ならともかく，なぜ 20 年以上も経った今，選挙を実

施したのだろうか。
ミャンマー軍政が曲がりなりにも選挙を導入した背景には，民主主義

がきわめて強力な政治規範となった冷戦後の国際社会の現実があったと思
われる。2008 年憲法の第 7 条は「国家は，真正かつ規律正しい複数政党
制民主主義制度を実践する」と謳っている。本音はどうあれ，民主主義を
掲げない国家は，現代の国際社会では相手にされない。そして民主主義の
実践を判断する現実的な基準が，選挙の有無であったのである（コリアー

［2010：20］）。そこで，ミャンマー軍政は国際標準にとうてい及ばない「負
けない」選挙ではあったが，これを実施したのである。それによって，国
民や国際社会からどれほどの正統性を得られるかは疑問であったが，それ
でも選挙を導入せざるを得ないほど民主主義の規範的圧力は強かったとい
えよう。もちろん，本来，選挙の実施を大義名分として登場した軍政であ
るから，国内的にも選挙を実施しないという説明は辻褄が合わなかったの
ではあるが。結局，ミャンマー軍政は国際社会に対する体面や登場時から
の自らの主張と行動の矛盾を繕うために，すなわち形式を整えるために選
挙を実施したのである（４）。

軍政自らが 2008 年憲法で宣言しているように，民主主義の実現は望ま
しい。しかし，望ましいからといって，報復を怖れる国軍が自由で公正な
選挙を通じてすぐに権力を手放すはずはない。もし自由で公正な選挙競争
を通じて国軍政党が負け，反軍政政党が権力を握ることが判明すれば，国
軍は 1990 年総選挙の時のように選挙で勝利した人々への権力移譲を拒否
するだろう。あるいは，仮に権力を移譲したとしても，その後の政治対立
は必至で，再びクーデターが起こり，選挙前の状況に戻ってしまうかもし
れない。これは国軍が特別に悪人で欲深いからではなく，われわれと同じ
ように通常の損得勘定ができるからである。再度のクーデターにより国民
から不興を買い，国際社会から非難を受けたとしても，反対勢力に自分た
ちの生殺与奪の力を握られるよりはましだと考えるのは当然である（５）。

われわれが留意すべきは，民主主義的基盤を欠いたミャンマーにおいて
は，たとえ自由で公正な選挙が実施されたとしても，その当時では 2010
年総選挙以上の政治変革を望むことは難しかったという点である。問われ
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るべきは，権力への道がクーデターによるものから選挙によるものへと形
式的に変わることの重要性ではなく，選挙で「選ばれた」政府を適正に規
律づける政治的チェック機能をいかに充実させるかである。法の統治，言
論の自由，結社の権利，人権の保護，あるいは健全な経済制度といった
民主主義的基盤が脆弱なままで，選挙ばかりが充実あるいは加熱しても，
新たな政府が国民に責任をもつものとはならない（コリアー［2010：60-
61］）。その結果，健全な経済成長や国民生活を向上させるための政策が実
施されることは，相変わらず期待されないのである。チェック機能の働か
ない独裁体制から，同様に民主主義が機能するための基盤を欠いた議会制
民主主義へ移行しても，ミャンマー政治は改善されない。まずは，民主主
義が機能するための基盤の整備が必要である。

第 2 節　和平の実現と危機

ミャンマー軍政がめざした第2の事業は，内戦の終結である。ミャンマー
国軍は独立以来，内戦を戦い，そのなかで力をつけてきた軍隊である。国
軍の最大の目標は国家分裂の阻止であった。ビルマ共産党や少数民族武装
勢力の武力平定，さらにはこれらの軍隊の国軍指揮下への取り込みは，国
軍の悲願であった。

しかし，不思議なことに，ミャンマー軍政は 1988 年に武力で民主化勢
力を鎮圧し，国家権力を握った翌年，宿敵であった旧ビルマ共産党の武装
勢力と次々と停戦協定を結んだのである。SLORC 誕生時，陸軍司令官で
あったタンシュエ中将（SLORC メンバー，当時）をはじめクーデターで
権力を掌握した国軍幹部は，諜報畑のキンニュン准将（SLORC 第 1 書記，
当時）を除き，いずれもビルマ共産党や少数民族武装勢力との戦闘で功績
を挙げて出世した野戦系将校であった（中西［2009：266］）。にもかか
わらず，軍政の登場とともに，なぜこのような大きな方針転換が起こった
のか。まずはその経緯をみていこう。

ミャンマーには人口の 7 割を占めるビルマ族を含めて，135 ともいわ

れる多くの民族が住んでいる。1948 年のミャンマー（ビルマ）の独立以来，
これらの少数民族のいくつかは分離独立，あるいはより大きな自治を求め
て，武装闘争を戦ってきた。一方，ビルマ共産党は共産主義革命という国
家体制の抜本的な改革をめざして，時に少数民族武装勢力と共闘しながら
も，独自の戦いを続けてきた（６）。

さて，1988 年 9 月にミャンマー軍政が民主化運動を武力で制圧し，権
力を掌握した時，学生を中心として 1 万人ともいわれる民主化活動家が
タイ国境へと逃れ，カレン，モン，カレンニー，パオなどの少数民族武装
勢力との共闘を模索した。ところが，当時これらの反乱軍には充分な武器
がなかった。一方，シャン州北東部の中緬国境に拠点を置くビルマ共産党
は，1970 年代末まで続いた中国共産党の武器援助のお陰で，依然として
強勢を保っていた（図 1）。

もし，ビルマ族民主化勢力，少数民族武装勢力，ビルマ共産党の大同
団結がなれば，ミャンマー国軍にとって本当の（すなわち，権力を失いか
ねない）脅威となる可能性があった。ここに国軍はいかなるコストを払っ
てでも，反政府武装勢力を中立化する必要に迫られた。好機はすぐに訪れ

ミャンマー国軍

共 闘 を 模 索

武
力
闘
争

武
力
闘
争

武
力
闘
争

ミャンマー民主化勢力
（学生中心 , タイ国境）

ビルマ共産党
（中国国境） 少数民族武装勢力

図１　1989 年までのミャンマー武装勢力図

（出所）筆者作成。
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た。1989 年 4 月，ビルマ共産党が謀反により内部分裂したのである。こ
の辺の経緯と背景は，第 5 章「国境地域の少数民族勢力をめぐる中国・ミャ
ンマー関係」（畢世鴻）が詳しく説明している。

ミャンマー国軍の対応は素早かった。キンニュン SLORC 第 1 書記（当
時）はすぐに中緬国境に入り，新たに登場した 4 つの少数民族勢力との
停戦合意に成功した（図 2）。これを鏑矢としてミャンマー国軍は次々と
ほかの少数民族反乱勢力とも停戦合意を結んでいった。旧ビルマ共産党以
外の少数民族武装勢力との停戦合意の経緯，背景，および現状については，
第 4 章「ミャンマーの少数民族紛争」（トム・クレーマー）が論じている。
武力で中央の国家権力を掌握したミャンマー国軍は，皮肉なことながら，
自らの権力を維持するために辺境では「和平」を結ぶという選択をしたの
である。こうして 1997 年までに 17 の少数民族武装勢力と停戦合意が締
結され，独立以来はじめて国内に大きな戦闘のない平和が実現した。停戦

合意グループには大きな自治が認められる「特区」が与えられた。
しかし，もちろん停戦合意はそれなりの「コスト」を伴った。ミャンマー

軍政は多くの財政支出を停戦合意グループに与えられた特区の地域開発
（学校，病院，道路，電気など）に投入しなければならなかった。また，
特区における「自由な」経済活動を約束したため，中緬国境の特区では国
境貿易に独自の関税や通行料を課したり，中国人観光客を目当てにカジノ
や風俗店を開いたり，さらには麻薬ビジネスが隆盛したりした（この地域
はかつてからアヘン栽培で悪名高い地域であった）（７）。それでも，ミャンマー
国軍はこの停戦合意により，権力維持に対する最大の脅威から解放された
のであるから，この程度の「コスト」は安いものであったかもしれない。
しかし，一連の合意はあくまで停戦であり，少数民族武装勢力は相変わら
ず武力を保有し，特区の実効支配を続けたのである。

それから 20 年あまりが経過し，民政移管を前に，その封印を解く時が
訪れた。2008 年憲法においては，現行の 7 地域７州に加えて，6 つの自
治区が設置された。新政権のもとで停戦合意グループが実行支配する「特
区」は廃止され，自治区および地域・州の一部へと再編・統合されること
になった。そして，停戦合意グループが保持する武力は，国境警備隊と
してミャンマー国軍の指揮下に入ることが求められた。2008 年憲法では
ミャンマー国軍のみが，武力を保有できることが明記されているのである。
2009 年 4 月以降，ミャンマー国軍は停戦合意した少数民族武装勢力に対
して，何度も期限を設定して，国境警備隊への編入を求めてきた。

しかし，多くの少数民族武装勢力がこれを拒否した。2009 年 8 月には
ついにミャンマー民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Al-
liance Army：MNDAA，コーカン族）とミャンマー国軍との間で武力衝
突の危機が高まり，一時コーカン地区の住民約 15 万人のうちおよそ 3 万
7000 人が国境を挟んだ中国雲南省臨滄市に逃れるという事態に至った。
しかし，結局，本格的な武力衝突にはならずに，MNDAA は降伏した。
国境警備隊への編入を拒否していたリーダーの彭家声（ポン・チアーシェ
ン）は逃亡し，MNDAA は国境警備隊に編入された（アジア経済研究所
編［2010：410-413］）。また，2010 年総選挙が行われた翌日の 11 月 8

図２　1989 年以降のミャンマー武装勢力図

（出所）筆者作成。
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日には，すでに国境警備隊へ編入された武装勢力のひとつである民主カレ
ン仏教徒軍（Democratic Karen Buddhist Army：DKBA）から離脱した
旅団が，国境警備隊への編入を不服としてタイとの国境貿易の拠点の二つ
の町を攻撃した。すぐにミャンマー国軍が反撃し，町は奪回されたものの，
散発的な戦闘が続いた。この戦闘には国境貿易の利権争いという側面も
あったが，それは「特区」内で経済権益を享受してきたほかの停戦グルー
プにも当てはまる動機であった。

ミャンマーで国軍がこの時期，停戦合意グループに対し，政治的，軍事
的圧力を強めたのは，停戦合意に民政移管時に少数民族軍の武装解除，も
しくは国軍への編入という条件が含まれていたためである。しかし同時に，
ミャンマー国軍が少数民族武装勢力との戦いに軍事面で自信を深めたこと
も背景にあるだろう。第 2 章「国軍―正統性なき統治の屋台骨―」（中西
嘉宏）で詳しく紹介されるように，ミャンマー国軍はこの 20 年以上で兵
員を倍増し，中国，ロシア，北朝鮮などから近代的な武器を大量に調達し
た（８）。ミャンマー国軍は 20 年前と比べて格段に強くなった。こうして，ミャ
ンマー国軍は民政移管を前にして，1989 年以来封印してきたパンドラの
箱を開けたのである。

しかし，いくつかの少数民族武装勢力は弱体ではない。たとえば，停
戦合意グループのなかで最大武力を誇るといわれるワ州連合軍（United 
Wa State Army：UWSA）は，麻薬資金とも噂される巨額の資金を使い
武器を調達してきた。また，総選挙を目前とした 2010 年 11 月上旬，カ
チン独立機構（Kachin Independence Organization：KIO），新モン州
党（New Mon State Party：MNSP），シャン州軍（北部）（Shan State 
Army North：SSA North）の三つの停戦合意グループと，KNU，カレン
ニー民族進歩党（Karenni National Progressive Party：KNPP），チン民
族戦線（Chin National Front：CNF）の三つの非停戦グループが軍事同
盟を結成した（TNI［2010：8］）。これまで停戦合意グループは軍政に気
を遣い，非停戦合意グループとの接触を避けてきた。それが一気に軍事同
盟にまで踏み出したのは，ミャンマー国軍の攻撃がありうべしと考えてい
るからであった。

ミャンマー国軍も少数民族武装勢力も，お互いに厳戒態勢に入った。
ミャンマー国軍は少数民族武装勢力に政治的，軍事的な圧力を強めた。し
かし，この 20 年間で戦力を強化したミャンマー国軍といえども，すべて
の少数民族武装勢力と同時に戦火を開くことはできない。難民流入や国境
貿易を含む経済交流の停滞を懸念する，中国やタイなど隣国の意向も無視
はできない。ミャンマー国軍は，政治的妥協（現状維持）か戦争かの狭間
でぎりぎりの判断を迫られている。ミャンマー軍政の第 2 の事業，すな
わち内戦の終結は，停戦合意の開始から 20 年を経て，結局，政治解決を
みることなく，問題を先送りするという結果に終わってしまったのである。
なお，すでに述べたとおり，本書では第 4 章と第 5 章がこの問題を詳し
く検討する。

第 3 節　経済改革と権益拡大

ミャンマー軍政がめざした第 3 の事業は，経済改革，およびそれによ
る経済開発である。軍政は四半世紀にわたる「ビルマ式社会主義」の失敗
に鑑み，対外開放と市場経済化によって経済開発を実現しようと試みた。
先に言及した SLORC の布告 1988 年第 1 号では，治安・平和の回復や複
数政党制による選挙の実施に加えて，国民生活の向上および私企業・協同
組合などの企業活動の保証を最優先課題として挙げている。また，軍政は
権力を掌握した翌々日に国名を，「ビルマ連邦社会主義共和国」（英語表記
はThe Socialist Republic of the Union of Burma）から「社会主義共和国」
を削除し「ビルマ連邦」（The Union of Burma）に変更した。さらには，
1989 年の「国有企業法」により 1964 年の社会主義経済体制の根拠法を
公式に無効とした。

しかし，すぐに留保を付けなければならないのは，この経済改革は軍政の
権力基盤強化と権益拡大をもたらす限りにおいて進められたということであ
る。その後の展開をみるとわかるように，軍政の経済改革は市場経済への移
行にかかわる主要な課題―財政・国有企業改革，金融制度改革，外貨管理制
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度改革など―の大部分を現在に至るまで先延ばしし，ほとんど手を付けてい
ない（９）。市場経済化を進めると公言しながら，実際に軍政が取り組んだのは，
外国からの投資受入れと民間企業の貿易への参入を許す対外開放のみであっ
た。そして，一見大胆にみえる対外開放への舵取りは，その登場時に極度の
外貨不足に直面した軍政が「背水の陣」として実施した（せざるを得なかった）
政策であった（石田［2008：202-204］）。すなわち，この時期の対外開放政
策は，国軍の少数民族武装勢力との停戦合意と同様，軍政の生き残り戦略の
一環であったといってよい。

ミャンマー軍政が登場した時，この国の外貨は底をついていた。外貨準備
は 1987 年末時点で 2700 万ドル，輸入の 0.7 カ月分相当しかなかった（図 3）。
1980 年代を通じてミャンマーの外貨不足を補填していたのは，国際社会
からの援助であった。ミャンマーは 1988 年までの 10 年間で，年平均 3
億 3650 万ドルの援助を，日本を中心とする西側諸国から供与されていた。
しかし，民主化運動を武力弾圧して権力を掌握したミャンマー軍政に対し
て，西側諸国が同規模の援助を供与する可能性はなかった。実際，ミャン
マーの援助受取額は 1989 年に 1 億 7500 万ドル，1996 年には 4000 万

図３　ミャンマーの外貨準備高

（出所）IMF, International Financial Statistics, on-line, 2010 年 12 月 24 日アクセス。2007 年以降はデ
ータなし。
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ドルを切る水準にまで激減した。
そこで，ミャンマー軍政がしたことは，対外開放という名の資源の切

り売りであった。この時期，軍政は隣国タイに森林伐採権や漁業権を大量
に売却し，日本の品川に立地していた大使館の敷地の一部を売却した（ア
ジア経済研究所編［1991：488］）。こうした資源や資産の切り売りにより，
外貨準備は 1990 年 1 月には一時 5 億 4600 万ドルにまで回復したが，年
末には再び 3 億 1300 万ドルにまで減少した。

外貨不足に苦しむ軍政に追い打ちをかけたのは，対外開放政策がもた
らした思わぬ副作用であった。1990 年代を通じてミャンマーは大きな貿
易赤字に苦しむことになったのである。これはこの時期，輸入が大幅に伸
びたのに対し，輸出が伸び悩んだからである（図 4）。輸入の急増は，国
民の外国消費財への需要の顕在化による。社会主義時代を通じて外国の消
費財は密貿易を通じて細々と供給されるだけで，国民はお金があってもモ
ノを買えないという状況に置かれてきた。それが軍政の対外開放により，
外国製品へのアクセスが可能となったのである。海路や合法化された国境
貿易を通じて，近隣諸国から消費財が流入した。この時期，輸入財に占め
る消費財のシェアは 1985 年度の 12％から，1990 年度には 35％，1995
年度には 42％にまで上昇した（CSO SY ［2004：210］）。1990 年代の初
めまでは，ミャンマー国内でミネラル・ウォーターさえ作ることができず，
タイやシンガポールから輸入しなければならなかったのだから，これは驚
くにあたらない。一方，輸出は農林水産品が中心であったが，コメ，ゴマ，
チーク材など主要な輸出品には規制がかけられており，豆類など一部の農
産品を除き，輸出は伸び悩んだ。1997 年のアジア通貨危機による余波も
受け，この時期，軍政は厳しい外貨不足に陥った（10）。

にもかかわらず，クーデター直後から国軍は兵員拡大や装備拡充を始
めており，資金―とくに外貨―はいくらあっても足りなかった。そこで，
軍政が目をつけたのが，民間部門が稼ぐ外貨であった（11）。1996 年，1997
年頃から強化された外国為替や貿易に関するさまざまな規制は，民間部門
が稼いだ外貨の使い勝手を悪くし，これを国内通貨に転換させることで，
公的部門がその外貨へのアクセスを得ようとするものであった。

もうひとつ軍政が行ったのは，財政赤字の貨幣化，すなわち輪転機を
廻して貨幣を増刷することであった。ミャンマーでは 1995 ～ 1999 年度
の平均で，税収が GDP 比で 3.6％と非常に低く，基礎収支でみた財政赤
字が GDP 比で 5％を超える状況にあった（久保［2008：150-154］）。こ
の財政赤字の大部分を貨幣増刷でファイナンスしていたのである。久保に
よれば同じ水準で財政赤字の貨幣化を行った国の多くは，年率 100％以上
のハイパーインフレに見舞われているという。貨幣の増刷は一時的に自国
経済からお金を巻き上げることができるが，通貨そのものへの信認の低下
を通じて，結局は自滅的な政策となる。幸運なことに，ミャンマーがハイ
パーインフレに見舞われることはなかったが，久保によればこれは厳しい
銀行部門への規制と歪んだ外国為替・貿易制度という「悪い」政策の組み
合わせによる偶発的な効果に過ぎなかったという。そうした「悪い」政策
がミャンマーの経済成長に抑制的に作用したことは間違いなく，これを
もって軍政の絶妙なポリシー・ミックスなどと呼ぶのは皮肉でしかないだ
ろう（12）。

いずれにせよ，ミャンマー軍政は資源の切り売りやインフレ税を通じ
て資金を調達し，国軍や軍関連企業を含めて，自らの権益拡大に邁進した。
将来，森林の乱伐により自然災害が発生したり，ハイパーインフレにより
自国経済が破壊されたりする可能性はあったが，背に腹は代えられなかっ
たのである。軍政幹部が国軍の権益を拡大することでしか，権力を維持す
ることができなかった背景については，第 2 章で議論される。

さて，ミャンマー軍政は苦しい 1990 年代を過ごしたが，それでも 21
世紀に入れば大きな資金源が手に入ることを知っていた。1990 年代中盤
までにはフランスのトタール社，アメリカのユノカル社（当時），テキサ
コ社（当時），イギリスのプレミア社など欧米企業の手によって，オフショ
アの天然ガス田が開発されつつあったのである。1997 年にはアメリカ政
府は軍政に対する経済制裁の一環として自国企業による対ミャンマー投資
を禁じたが，父祖条項（grandfather clause）（13）によりアメリカ企業の権
益は保護された。その後，テキサコやプレミアは自らの判断で権益を手放
したが，これはマレーシアのペトロナス社に引き継がれ，開発が止まるこ
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とはなかった。現在，天然ガスはヤダナとイェーダグンの二つのフィール
ドから，パイプラインでタイへ輸出されている。その輸出額は 2008 年に
は 31 億ドルを超え，ミャンマー輸出総額の 47％を占めた。天然ガス開
発により，ミャンマーの輸出総額は 1998 年から 2008 年にかけて 5.8 倍
に拡大した。同じ時期，輸入総額は 2.9 倍の増加にとどまり，貿易収支は
ほぼ均衡する状況になった。

2013 年からは韓国の大宇が開発したシュエー・ガス田から，ミャンマー
を横断するパイプラインにより中国雲南省へ輸出が開始される予定であ
る。さらには，タイ国営石油会社の上流部門子会社である PTT エクスロ
レーション・アンド・プロダクションがゾーティカ天然ガス田の開発を行っ
ており，これも事業化の可能性が高い。外貨収入はエネルギー省傘下のミャ
ンマー石油ガス公社（Myanmar Oil and Gas Enterprise：MOGE）を通
じて，すべて国庫に入る。天然ガス輸出総額の何割が MOGE の取り分と
なるかはわからないが，少なくとも公的部門の貿易収支は 2001 年度以降，
黒字となった。

1990 年代央の欧米企業を中心とする天然ガス開発への投資の流入とそ
の成功見込みは，ミャンマー軍政に経済運営について自信をもたせたに違
いない。同時に，ミャンマー軍政は 1990 年代央まで進めていた経済改革
プログラムを後退させ，統制経済とクローニーへの利益配分を政治支配に
利用する仕組みを強化していく（14）。外貨不足の時代は外貨を稼ぐために，
強制的に対外開放と一定の経済改革が要求された。民間部門が稼いだ外貨
を政府が利用するためにさまざまな規制が導入されたが，それと同時に民
間部門は政府にとっても貴重な外貨の獲得源であり，民間の活動をある程
度は促進する必要があった。ところが，今や政府は民間部門と独立して，
自らの足で立つことができるようになったのである。このことは軍政が民
間部門への干渉を緩和し，経済自由化を推進する選択肢が生まれたことを
も意味した。しかし，現実には軍政は民間部門の成長や育成にいっそう無
関心となり，1990 年代央以降，民間部門からの外貨吸収を目的として導
入された規制も，その目的が忘れられたまま継続されたのである。

こうした状況下，ミャンマー軍政は資源輸出から得た収入を，軍備拡

大や新首都建設など自らの権力基盤強化に重点的に使っていった。結果と
して，教育や保健を含む国民生活の改善には公共投資は向かわず，第 7
章「ミャンマー軍政の教育政策」（増田知子）で議論されるような教育の
劣化も進んだのである。また，国内経済が低迷するなかで，大量の移民労
働者が近隣諸国へと流出していった様子については，第 8 章「ミャンマー
人移民の問題―越境する人的資源のゆくえ―」（山田美和）が描くとおり
である（15）。

もうひとつ事例を示しておこう。図 5 はアジアの後発開発途上国 4 カ
国の乳幼児死亡率を時系列に示したものである。乳幼児死亡率の改善が，
責任ある政府の役割のひとつであることに誰も異論はないだろう。ミャ
ンマーは 1990 年時点でバングラデシュ，ラオスより乳幼児死亡率が相当
に低かったが，2009 年までには逆転されてしまった。ミャンマー軍政は

図５　乳幼児死亡率（1000 出生当り）

（出所）World Bank, World Developpment Indicators（各年版）。
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1999 年度以来，12 年連続で 2 桁の経済成長を達成したとしている。こ
のような高成長を信じるものはいないが，軍政が誇示する「経済成長」で
さえ，国民生活の改善に大きくは結びついていないことを乳幼児死亡率の
逆転は示している。

なお，本書ではミャンマー軍政の経済改革と経済パフォーマンスにつ
いては，直接検討する章を設けていないが，この分野についてはすでに藤
田編［2005］および工藤編［2008］がアジア経済研究所から刊行されて
いるので，そちらを参照していただきたい。

第 4 節　近隣諸国との関係強化

第 4 に，ミャンマー軍政は国際社会での孤立を避けるべく，近隣諸国
との関係強化を進めた。こうした関係強化は，冷戦後の新たな国際環境の
なかで進展した。1988 年にミャンマーで民主化運動が起きたこと，およ
びそれを国軍が武力で鎮圧して権力を掌握したこと自体は，冷戦の終焉と
直接関係はない。しかし，ミャンマー軍政の登場とほぼ時を同じくして冷
戦が終焉したことは，軍政を取り巻く国際環境とその外交政策に大きな影
響を与えた。冷戦の終焉は，端的にいえば，ミャンマー軍政と西側先進国
との関係悪化と，近隣諸国との関係強化という，相反する現象をもたらし
たのである。前者には欧米諸国の対ミャンマー経済制裁の発動や日本の援
助凍結などが含まれ，後者には中国との関係の強化，東南アジア諸国連合

（Association of Southeast Asian Nations：ASEAN）への加盟，大メコ
ン圏（Greater Mekong Sub-region：GMS）経済協力への参画などが含
まれる。どのように，こうした事態が発生したのだろうか。

冷戦時代，ネーウィン政権（1962 ～ 1988 年）は厳正な非同盟中立外交
を展開していた（Liang［1990：223-234］）。この時期のミャンマーの対外
姿勢は時に鎖国とも称されたが，これは米ソ両国や中国など大国からの干
渉を防ぐためであったとされる。アメリカはネーウィン政権のこうした外
交姿勢を快く思ってはいなかったが，同時にネーウィン将軍（後に大統領）

が率いるミャンマー国軍を反中国，反中共勢力と認識していた（16） 。実際，
この時期，ミャンマー国軍の最大の敵は中国共産党に支援されたビルマ共
産党であった。冷戦下にあって，アメリカのこうした認識は，日本，西ド
イツ（当時），世界銀行やアジア開発銀行（Asian Development Bank：
ADB）などの国際開発金融機関によるネーウィン政権への援助を可能とす
るのに十分なものであった。こうして，先に指摘したとおり，1980 年代を
通じて，ネーウィン政権は西側先進国から巨額の援助を受けてきたのであ
る。

しかしながら，冷戦の終焉はミャンマーを取り巻く国際環境を大きく
変えた。第 1 に，アメリカをはじめとする西側先進国は，反共政権であ
るというだけの理由で，発展途上国の独裁政権を支援する必要がなくなっ
た。民主化運動を武力で弾圧し，ノーベル平和賞受賞者のアウンサンスー
チー氏を拘束し，冷戦後の世界的な民主化の流れに逆行するミャンマー軍
政を支援する先進国はなくなった。ネーウィン時代，最大の支援国であっ
た日本も 1992 年に ODA 大綱を制定し，被援助国の人権，民主化，軍事
支出の状況などを援助供与の基準に設定した（17）。1988 年以降，日本は人
道支援を除き，大きな援助を供与していない。

欧米諸国は援助の凍結にとどまらず，経済制裁を発動した。1997 年，
アメリカは自国企業による対ミャンマー投資を禁止した。同年，欧州連合

（European Union：EU）もミャンマーからの輸入品に対する一般特恵関
税（Generalized System of Preferences：GSP）の適用を停止した。ミャ
ンマーの欧米諸国との経済取引を規制することで，外貨不足に苦しむ軍政
に人権・民主化状況の改善を求めたのである。2003 年にはアウンサンスー
チー氏および NLD 幹部が地方遊説中に暴徒に襲われ，その後アウンサン
スーチー氏とティンウー副議長が自宅軟禁におかれたことに対する制裁と
して，アメリカはミャンマーからの全面的な輸入禁止，ミャンマー企業と
の金融取引の禁止などきわめて厳しい制裁措置を発動した（18）。さらには，
2007 年の僧侶を中心とするデモに対する武力弾圧に抗議して，欧米諸国
は軍政幹部，家族，取り巻き実業家などの資産凍結，金融取引の停止，ビ
ザ発給の停止など，相次いで制裁を強化した。
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しかし，こうした欧米諸国の制裁や日本の援助凍結が，ミャンマー軍
政の権力基盤を崩すことはなかった。それは，西側先進国との関係悪化に
よる悪影響を，近隣諸国との関係強化が緩和，相殺したためである（19）。
近隣諸国との関係強化も，冷戦後の国際環境の変化のなかで生じた。具体
的には，以下のような事象が生じた。

第 1 に，中国との政治的，経済的，軍事的関係が強化された。ミャンマー
は歴史的に中国を，血を分けた兄弟という意味のパウッポー（中国語で胞
波と表記）と呼んできた。ミャンマーにとって最も長い国境を接する隣の
大国・中国は，政治的にも経済的にも外交上も最も重要な国であった。し
かし同時に，中国が政府間関係と政党間関係を区別する二重外交を展開し，
中国共産党がビルマ共産党への支援を続けていたことに，ミャンマー国軍
は不信を抱いていた。

ところが，ミャンマーで 1988 年 9 月に軍事政権が登場した時，中国は
対ミャンマー政策を大きく転換した。軍政を世界で真っ先に公認するとと
もに，ビルマ共産党への支援を完全に打ち切ったのである。中国のこの方
針転換が，翌 1989 年 4 月のビルマ共産党の分裂を招き，国軍が旧ビルマ
共産党の武装勢力と停戦合意を結ぶきっかけとなった。同年 10 月，当時
の陸軍司令官タンシュエ中将が北京を訪問し，中国から経済・技術・軍事
協力を得ることに成功，両者は名実ともに「胞波」となった。以降，ミャ
ンマー軍政は中国ファクターを，そのよって立つ権力基盤に組み込むかた
ちで存立しているといっても過言ではない。中国のミャンマーにおける
存在感の増大は，ほかの近隣諸国にも影響を与えた。ASEAN がアメリカ
の反対を押し切ってまでもミャンマーをその一員に加えたのも，インドが
1990 年代初頭までのミャンマー軍政に対する厳しい姿勢から関与政策へ
と転換したのも，中国を意識したものである。なお，本書では中緬関係に
ついては，第 5 章において議論される。

第 2 に，冷戦の終焉にともない，東南アジアにおいても経済統合，地
域協力が進展し，ミャンマー軍政もこれに参画していった。ASEAN は
1967 年に反共ブロックとして生まれたが，冷戦後は地域機構へと変貌し
た。1990 年代に入ると，旧社会主義 4 カ国（カンボジア，ラオス，ミャ

ンマー，ベトナム，以降 CLMV と表記）を取り込もうとする機運が起きた。
結局，ベトナムが 1995 年，ラオスとミャンマーが 1997 年，カンボジア
が 1999 年に ASEAN に加盟した（20）。同じ時期，東南アジア大陸部におけ
る地域協力の動きも活発化した。1988 年にタイのチャーチャーイ首相（当
時）は「インドシナを戦場から市場へ」と呼びかけ，この地域を統一市場
とする構想を示した。1992 年には ADB のイニシアティブによりメコン
地域 6 カ国の経済閣僚がフィリピンのマニラに一堂に会し，GMS 経済協
力プログラムが始まった（21）。ミャンマーからはエーベル国家計画経済開
発相（当時）が出席し，これが軍政下での多国間地域協力への初参加となっ
た。

第 3 に，中国，インド，タイなど近隣諸国が急速な経済成長を遂げる
なかで，未開拓の資源―とくにエネルギー資源―を有するミャンマーは貴
重な存在となった。現在，ミャンマー輸出総額の半分近くがタイ向けの天
然ガスであることは，すでに指摘したとおりである。中国向け天然ガス輸
出も，2013 年には開始される予定である。このほか，近隣諸国において
は環境問題などから困難になった水力発電ダムを，ミャンマー領側の国境
地帯に建設し，自国へ電力を輸入しようとするプロジェクトも増えている。
たとえば，2005 年度に認可されたタイ企業によるサルウィン（タンルウィ
ン）川のタサン水力発電ダム建設の投資額は 60 億 3000 万ドルで，この
時点でのミャンマーの外国投資残高（認可額ベース）の 4 割を占める巨
大プロジェクトであった。発電された電力の大部分は，タイへ売電される
予定である。中国も国境地域を流れるシュエリー川やカチン州に大規模な
水力発電ダムを建設するなど，電力を輸入する計画をもっている。

近年，ミャンマーの資源をねらった外国投資は加熱している。2010 年
4 月から 7 月のわずか 4 カ月の間に，石油・ガス，電力，鉱業の 3 分野
に 158 億 3930 万ドルの外国投資が認可された。これは 2009 年度までの
20 年間に，ミャンマーが受け入れてきた外国投資残高とほぼ同額であっ
た。投資国は 4 カ国・地域で，中国が 32.1％，香港が 34.1％（これは中
国の香港迂回投資），タイが 18.6％，韓国が 15.3％であった。韓国企業
が石油・天然ガス開発に参入しているが，ガスを自国へ持ち帰るのではな
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く，近隣諸国へ売却している。エネルギー資源の確保のために，近隣諸国
はミャンマー軍政に対する経済協力も強化している。たとえば，中国は
2005 年にミャンマーに対して 2 億 8980 万ドルの経済協力を供与した。
これは中国の経済協力受取国ランキングで第 9 位であった（小林［2007：
130］）。

また，2008 年において，ミャンマーの輸出の 74％はタイ，インド，
中国の 3 カ国へ向けられており，輸入の 74％は中国，タイ，シンガポー
ルの 3 カ国から来ていた。近隣諸国との友好関係さえ維持することがで
きれば，ミャンマーは貿易も投資も十分に確保できるようになった。こう
した状況にあって，欧米諸国の経済制裁がミャンマー軍政の政治姿勢を変
えることはできなかったのである。

しかし同時に，近隣諸国へと資源を切り売りしてしまうことにより国
内経済の開発を進められないという問題や，中国への過度の依存による外
交のアンバランスなどが，軍政時代にすでに課題として表面化していたの
である。

第 5 節　本書の構成

以上，4 つの項目を立てて，ミャンマー軍政がなにをめざし，なにを実
現してきたのか（あるいは実現に失敗したのか）を検討した。この序章の
議論によって，読者は本書所収の各論文を読むための背景知識を得られた
ものと考える。本節では水先案内の最後の役割として，各章の要旨を簡潔
に紹介し，全体像を示しておきたい。

第 1 章「2010 年ミャンマー総選挙結果を読む」（工藤年博）では，今
回の総選挙の結果が詳しく検討される。2010 年 11 月 7 日に 20 年ぶりに
行われた総選挙は，2008 年に制定された憲法にもとづくものであった。
有権者は 2 院政の連邦議会（人民代表院と民族代表院），および 14 の地域・
州議会のそれぞれの議員を選ぶために，原則として 3 票を投じた（22）。有
権者は 18 歳以上の国民で約 2900 万人，投票率は約 77％であった。争わ

れたのは 1154 議席で，合計 37 の政党から 2987 人，無所属で 82 人が
参加し，競争率は 2.7 倍であった。USDP と NUP が全国に候補者を立て
たのに対し，NLD が選挙への参加をボイコットした民主化陣営は苦戦を
強いられた。結果，USDP が全議席の 8 割近くを獲得して圧勝した。
NUP および民主化陣営は大敗を喫した。しかし，NLD から分派して総選
挙に参加した国民民主勢力（National Democratic Force：NDF）がヤン
ゴンで相応の支持を集めるなど，民主化陣営への国民の一定の支持も観察
された。また，いくつかの少数民族政党は，地元の州議会で健闘した。総
選挙後の新体制においては，これまでタンシュエ SPDC 議長兼国軍司令
官が一手に握ってきた権力が，大統領と国軍司令官に分離される点が重要
である。新大統領が，なにを優先的政策課題とするのか。新国軍司令官が，
新体制における国軍の役割をどのように定義するのか。こうした点が，ミャ
ンマーの今後の政治のあり方を大きく左右するだろうと，本章は指摘する。

第 2 章「国軍―正統性なき統治の屋台骨―」（中西嘉宏）は，独立後の
国軍の歴史を踏まえつつ，1988 年以降の国軍の変容を軍事面と政軍関係
の両面から描いている。1988 年の民主化運動を弾圧し，武力で権力を掌
握した国軍が直面した現実は，国軍幹部の急速な世代交代であり，国家分
裂に対する「市民」という新たな脅威の登場であった。これに対して，国
軍はさまざまな処方箋を繰り出すが，そのひとつが国軍の人事，装備，組
織面での拡大強化であった。現軍政において，兵力は 20 万人から 40 万
人へと倍増し，陸軍を中心に特別作戦部，軍管区，歩兵師団，大隊の数が
増加し，中国，ロシア，北朝鮮などから大量の近代的武器を購入し，さら
には核武装をも視野に入れ始めた。こうした軍拡を支えたのは，21 世紀
に入って本格化した天然ガス輸出による外貨収入であったと思われる。こ
うした国軍の人的・装備的拡大は，政治的な国軍の維持コストも増加させ
た。それはカリスマも政治的経験も乏しい，当時の新リーダーであったタ
ンシュエ国軍司令官の国軍掌握にも影響を与えた。彼にとっては国民の支
持よりも，国軍内の支持の調達が絶対的な課題であった。彼は国軍の外部
にまで利権構造を拡大し，大臣などの天下りポストやビジネス利権の確保
などを通じて，国軍人事をスムーズに廻すことに腐心した。これは中西の
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評価によれば，「ネーウィンの手法をそのまま引き継いだ」ものであったが，
利権の規模は対外開放，市場経済化，そして天然ガスをはじめとする資源
開発の成功という新たな環境にあって，ネーウィン時代とは比べものにな
らないほど増大したのである。

第 3 章「軍政下の民主化運動と今後の展望」（伊野憲治）は，軍政下のミャ
ンマー政治の民主化勢力の主要なプレーヤーであった，アウンサンスー
チー氏と NLD が歩んだ道のりと役割を検討している。はじめに，1988
年のクーデターから現在に至るまでの民主化運動の展開を詳細に追い，そ
のうえで国軍と民主化勢力の対立の構図を明らかにする。続いて，民主化
運動におけるアウンサンスーチー氏の位置づけを明らかにし，運動を主導
してきた彼女の思想と政治姿勢を検討する。NLD は，権力基盤を強化し
ていった軍政と対峙するなかで，次第に政党として，あるいは組織として
の力を失っていった。しかし，アウンサンスーチー氏の思想や政治姿勢は
国民に徐々に受け入れられ，その影響力が減ずることはなかった。軍政が
怖れたのは，アウンサンスーチー氏が進化させてきた，ガンディーの非暴
力・不服従や仏教の慈悲の概念を取り込んだ，ミャンマー社会に即した独
自の「民主主義思想」であり，その国民への浸透であったのである。軍政
はアウンサンスーチー氏が国民に語りかける言葉が，いずれ旧来の体制を
覆す力となることを知っていたのである。こうしたなか，2010 年総選挙
への参加をめぐって分裂したかにみえた民主化勢力ではあるが，今後とも
アウンサンスーチー氏を中心として民主化運動は展開されていくと，伊野
はみている。

第 4 章「ミャンマーの少数民族紛争」（トム・クレーマー）は，ミャンマー
の複雑な少数民族紛争の歴史と現在を，紛争当事者，国際的プレーヤー，
組織，思想，紛争マネジメントなどの側面から多角的に描いている。この
問題の複雑な様相が，少数民族側の当時者へのインタビューを交えて，生
き生きと描かれていく。そのうえで本章は，ミャンマー新政権の課題はこ
の複雑な民族紛争に対する恒久的な解決策を，政治対話によってみいだす
ことであると指摘する。

第 5 章「国境地域の少数民族勢力をめぐる中国・ミャンマー関係」（畢

世鴻）は，ビルマ共産党およびその崩壊から生まれた 4 つの少数民族武
装勢力に対する，ミャンマーと中国のかかわりを歴史的にみることで，中
国の対ミャンマー政策の変遷と，それがミャンマーにおける少数民族問題
に与えた影響を検証しようとする論考である。ビルマ共産党といってもバ
ゴー山系に拠点をおいていたビルマ人中心の組織と，中国国境地帯に拠点
をおいた組織とに大きく二つの系列に分かれるが，本章の対象は後者であ
る。ここで扱われているビルマ共産党の盛衰は，ミャンマー政府と中国政
府との関係の親密度あるいは強度を示す，リトマス試験紙のようなもので
あった。そのビルマ共産党がミャンマー軍政の登場後わずか 1 年で崩壊
したことは，すでに第 2 節で説明したところである。これはその後の，ミャ
ンマー軍政と中国政府との蜜月時代の到来を暗示する出来事であったとい
える。同時に，軍政時代におきた少数民族に関する重要イベント，すなわ
ち停戦合意，20 年間の和平の実現，そして最近の和平崩壊の危機は，い
ずれも旧ビルマ共産党から生まれた 4 つの武装勢力との間から始まって
いる。その意味でも，新政権とこれら 4 つの武装勢力との関係，国軍と
彼らの関係，そして中国の彼らに対する政策などは，ミャンマーの少数民
族問題の行方を占うリトマス試験紙でもあるのである。

第 6 章「ミャンマー軍政下の宗教―サンガ政策と新しい仏教の動き―」
（土佐桂子）は，ミャンマー軍政が宗教（仏教）を政治的に利用しつつ，
同時に潜在的な反政府勢力ともなり得る僧侶の国家統制を図ってきた様子
を紹介する。ミャンマーにおける宗教の扱いは，民族とも絡む難しい問題
であり，政教分離と仏教重視，サンガ重視と統制という 2 種類のベクト
ルのなかで，微妙な均衡をとりつつ，舵取りが進められてきた。そうした
なかで，軍事政権は宗教（仏教）を政治的に利用すると同時に，在家に影
響力を持つサンガを対象として，その取り込みと統制を図ってきた。より
具体的には，サンガの行いを「浄化」という名で規制し，組織の末端を強
化し，指令や布告を通じて，サンガを政治活動から遠ざけるといった施策
を着実に積み上げてきた。にもかかわらず，2007 年に僧侶デモが起こっ
てしまう。政権側は，これまで築いた施策に従い粛々と，そして強硬に対
応した。僧侶の平和的行進を武力で鎮圧したことに対しては，国内外で批
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判が相次いだ。
仏教優遇政策，あるいは仏教強化政策をとる場合，そのリスクは，異

教徒の反発のみならず，サンガの影響力を強め，さらに，仏教的価値観に
もとづき統治者としての正統性を検証するという土壌を作ってしまう点に
ある。仏教の政治利用のさらなる危険性として，たとえば仏教布教を改宗
に重点を置きすぎると，宗教と民族アイデンティティが重なる場では，民
族問題の火に油を注ぐ可能性を孕んでいる点も指摘できる。ただし，一部
の布教僧は，同化を強制的に迫るといった政治的立場には距離を置き，宗
教によらず人々の苦難を助けるという姿勢で福祉活動に従事している。ま
た，僧侶が監督することで仏教徒の内部に福祉団体や NGO が生まれ，い
わゆる市民活動のような奉仕活動も熟成しつつある。そうした動きを仏教
だけでなく，ほかの宗教内でも支援しつつ，政策にどこまで汲み上げてい
くことができるかが，今後の課題となるだろうと土佐はいう。

第 7 章「ミャンマー軍政の教育政策」（増田知子）は，ミャンマー軍政
の教育政策と教育現場での変化を紹介している。ミャンマー軍政の教育政
策は基礎教育と高等教育においてやや異なる様相をみせている。基礎教育
分野においては，人々の教育ニーズの高さと国際社会の要請に対応する形
で，1990 年以降カリキュラムや教員養成制度の改革が行われてきた。し
かし，慢性的な教育予算の不足や管理教育の徹底により，教育環境は悪化
し，不就学や中退の問題が深刻化している。高等教育においては，地方で
の大学の展開，通信教育の拡充政策は，高等教育のアクセスの増加ととも
に，民主化運動の担い手であった学生の分散化，非政治化に有効に働く一
方で，教育の質を下げることにつながった。こうした公教育の劣化に対し
て，基礎教育においては社会の底辺層のための僧院学校が増加し，高等教
育においては質の高い教育を求める層のための私的な学校が増えるなど，
市民社会あるいは市場による代替教育機関が生まれつつある。今後，新政
権がどのような方法で公教育の信頼性を上げていくのかが，政府への国民
の信頼を確保するうえで重要になるだろうと，増田は指摘する。

第 8 章「ミャンマー人移民の問題―越境する人的資源のゆくえ―」（山
田美和）は，300 万人ともいわれるタイにおけるミャンマー人移民労働者

の労働・生活実態を中心に，ミャンマー人移民問題について論じている。
軍政下の 23 年でミャンマー人の外国への出稼ぎは急増し，現在総人口の
1 割に相当する移民が流出しているとも推定されている。本章では，はじ
めに，軍政下のミャンマーから大量の移民労働力が流出するようになった
背景が，ミャンマー経済の長期停滞や近隣諸国との経済格差の拡大といっ
た経済環境要因，および軍政の労働者送り出しに関する政策の変化という，
二つの側面から検討される。続いて，タイのなかでもミャンマー人移民労
働者が集中している国境の町ラノーンにおける移民労働者の労働・生活実
態が克明に描かれる。そのうえで，ミャンマー人移民労働者の多くは劣悪
な労働環境のもとで，肉体を酷使した単純労働に従事しており，そこでは
技術・技能を身につける機会も少ないと指摘する。本来，教育投資に使わ
れるべき年の若年移民労働者も多く，現状では大量のミャンマー人移民労
働者の流出は，ミャンマー経済・社会にとって人的資源の逸失に他ならな
いと，山田は結論している。

おわりに

1988 年，民主化運動とネーウィン体制の崩壊という衝撃のなかで登場
したミャンマー軍政が，23 年という歳月をかけてめざしてきたものは，
国軍をバックボーンとする国家体制の再構築であった。その実現に向け，
軍政はあらゆる手段をつかって反政府勢力を封じ込めたり，懐柔したりし
てきた。また，冷戦後の国際経済環境を巧みに利用しつつ，自らの権力基
盤の強化を図ってきた。その過程でミャンマーは民主化の後れ，人権侵害
の発生，少数民族問題の未解決，経済の低開発，宗教の政治利用，教育の
劣化，難民や移民労働者の大量流出など，さまざまな問題に直面してきた。
本書は軍政の権力基盤の強化の過程と，そこで引き起こされてきた政治的・
社会的な負の側面の，両方を描いていく。

さて，管理された議会制民主主義への移行をもって終わる軍政の時代
は，国軍の軍事的優位，天然ガスをはじめとする天然資源からの収入，「負
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けない」選挙の制度化など，強固な権力基盤を新政権に残すこととなった。
これに対抗する国内勢力は，アウンサンスーチー氏と少数民族武装グルー
プしか残されていない。しかし，前者は国民の人気と国際社会への影響力
をもつものの，それが国軍や USDP の政治姿勢を変える現実の力を提供
するわけではない。後者は軍拡によって強化された国軍との比較において，
依然として軍事的脅威ではあるものの，弱体化しているといわざるを得な
い。結局，軍政 23 年のドラマは，国軍の政治的，軍事的「勝利」が確定
した時に，その幕を降ろすということになったのである。

では，ポスト軍政のミャンマー政治に変化はないのか。この問題は，読
者の皆さんが本書の各章を読んだ後で，改めて最終章で考えてみよう（23）。

 

【コラム】ビルマ VJ は何者か？

2007 年 9 月，ヤンゴン市街の目抜き通りは，サフラン色の袈裟を
纏った大勢の僧侶で埋め尽くされた。ミャンマー軍政の圧政に対し
て，僧侶が市民に代わり反政府デモに立ち上がったのである。欧米
メディアでサフラン革命と名づけられた，大規模反政府デモの発生
である。しかし，9 月 26 日から始まった国軍の武力鎮圧の前に，僧
侶は次々と倒れていった。翌 27 日には，デモの様子を取材していた
日本人ジャーナリストの長井健司さんも，国軍兵士によって射殺さ
れた。その日のうちに，僧侶が治安部隊に打ちのめされ，長井さん
が射殺される映像が世界中のメディアで報じられた。この映像を小
型ハンディカムで撮影し，命がけで国外へ持ち出したのは，ビルマ
民主の声（Democratic Voice of Burma：DVB）のビデオ・ジャー
ナリスト（VJ）であった。

彼らの活躍を描いた映画が，ヤン・クログスガード原案・脚本，
アンダース・オステルガルド監督・脚本の『ビルマ VJ 消され革命』
である。日本でも 2010 年 5 月からロードショー公開されたので，

ご覧になった方もいると思う。この映画は第 82 回アカデミー賞長編
ドキュメンタリー部門にノミネートされたが，惜しくも『ザ・コーヴ』
に敗れた。しかし，作品は 150 の映画祭で上映され，40 以上の国際
賞を受賞した。

主人公の DVB とはどのような組織で，そして VJ とは何者なのだ
ろうか。DVB はノルウェーの首都オスロに，本拠地を置くメディア
である。1991 年に民主化運動の指導者アウンサンスーチー氏がノー
ベル平和賞を受賞したが，当時，彼女はヤンゴンで自宅軟禁下にあり，
授賞式に出席できなかった。夫のマイケル・アリスさんが，代わっ
てノーベル平和賞を受け取った。この時，アウンサンスーチー氏の
いとこで，ビルマ亡命政府（National Coalition Government of the 
Union of Burma：NCGUB）の首相であったセインウィン博士も式
典に出席していた。博士は 1990 年総選挙で NLD から立候補し当選
したものの，その後アメリカへ亡命した政治家である。

セインウィン博士はこの時，ノルウェー政府にミャンマー国民に
自国でなにが起きているのか，正しい情報を伝えるメディアの必要
性を訴えた。ミャンマーでは新聞，ラジオ，テレビはすべて国営も
しくは軍関連企業に牛耳られており，国民は自国に関する本当の情
報を知ることが困難であった。博士の要請を受けて，ノルウェー政
府はスウェーデン政府と連携し，ミャンマー向け放送を行う DVB の
設立を許可，これを支援した。それ以来，DVB は雪深いオスロにそ
の本拠地を置いている。

1992 年，DVB は短波ラジオ放送を開始した。当初はビルマ語の
みであったが，その後，シャン語，カチン語，モン語など少数民族
の 7 言語でも放送している。インターネットでの情報発信，さらに
は 2005 年からは衛星テレビ放送も開始した。ミャンマー国内で 500
～ 1000 万人の視聴者がいるという。2007 年 9 月，ヤンゴンの市民
は自分たちのすぐ近くで起きている僧侶デモの様子を，DVB がオス
ロから放送する衛星テレビで見ていたのである。ミャンマー政府は
DVB や英国放送協会（British Broadcasting Corporation：BBC）な
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どの海外メディアを敵視し，国営新聞には毎日，「DVB は暴動を煽っ
ている」，「BBC は国民の間に憎悪を植え付けている」などの非難を
掲載してきた（新聞切り抜きのイラスト）（24）。

さて，DVB のオスロ本部を取り仕切るのは ACN 氏である。彼は
1988 年民主化運動の時，ヤンゴン歯科大学の 6 年生であった。民主
化運動に参加したが，国軍に弾圧を受け，タイ国境へと逃れた。ミャ
ンマー軍政に対して武装闘争を挑んだ全ビルマ学生民主戦線（All 
Burma Students’ Democratic Front：ABSDF）に参加し，おもに
情報部で働いた。1991 年にスウェーデンの首都ストックホルムに
ABSDF の事務所を開設した。この時，セインウィン博士に請われて
オスロへ移住，DVB の立ち上げにかかわった。

DVB はオスロ本部のほかに，タイのチェンマイにも拠点を構えて

いる。ここはミャンマー国境や国内にいる VJ たちに指令を出し，情
報を入手する前線基地である。ここの現場指揮官は TZL 氏である。
彼も 1988 年，大学生の時民主化運動に身を投じたが，国軍に追われ，
タイ国境へ逃れ ABSDF に参加したひとりである。自らを武闘派と称
する彼は，実際に銃を持ってジャングルで戦った。しかし，その後，
オーストラリアへ亡命，学位を取得して，DVB のタイ支局長として

「前線基地」に戻ってきた。チェンマイには，インターネットや紙媒
体を中心に情報発信を続けるイラワディ（Irrawaddy）というメディ
アもある。イラワディ編集長の AZ 氏も ABSDF 出身である。

彼らは皆，1988 年の民主化デモを主導した学生運動家で，その後
タイ国境のジャングルへ逃れ，一時は武装闘争に身を投じた，筋金
入りの民主化活動家である。国内にいる VJ たちの素性はもちろんわ
からないが，ビルマVJを束ねているのはABSDFネットワークである。

彼らは銃を捨て，代わりにペンやハンディカム，あるいは映像機
器のコントローラーを握って，ミャンマー軍政に挑んできた。しかし，
1988 年から 23 年が経過し，彼らも年を重ねた。すでに 40 代の後半，
50代に入った人も多い。元「学生」も結婚し，子どもができ，家族をもっ
た。一方，ミャンマーに残した両親も年をとり，生きている内にも
う一度会いたいという思いは強くなった。彼らのミャンマー軍政へ
の恨みは，深い。しかし，国軍の権力基盤の強化を目の当たりに，
現実路線へと舵を切らざるを得ない活動家も増えた。わたしが 2010
年 11 月にチェンマイの DVB を訪問した際，ある友人は総選挙を批
判する番組を収録していた。しかし，頭に白い髪が目立つようになっ
た彼の活動は，ミャンマー国内の NGO リーダーの養成へと軸足を移
していた。ミャンマー国民が力をつける以外に，国軍に対抗する術
はないのだと。

ミャンマー軍政の登場と 23 年という歳月は，彼らの運命を翻弄し
た。この間，戦い方や考え方は変わった。しかし，彼らの祖国への
思いは変わらない。ビルマ VJ は愛国者である。

2010 年 11 月 19 日のミャンマー国営英語紙。DVB のほかにも, アメリカの声（Voice of America ： 
VOA）, BBC, ラジオ・フリー・アジア（Radio Free Asia ： RFA）などにも注意するよう, 国民に呼
びかけている。

● Only with stability and peace will the nation develop
 ● Only with stability and peace will democratization process be successful

● Anarchy begets anarchy, not democracy
  ● Riots beget riots, not democracy
  ● Democracy can be introduced only through constitution

  
  ◆ We favour peace and stability
  ◆ We favour development
 ◆ We oppose unrest and violence
 ◆   Wipe out those inciting unrest 
        and violence

 ● VOA, BBC-sowing hatred among 
        the people

  ● RFA, DVB-generating public 
       outrage

  ● Do not allow ourselves to be 
        swayed by killer broadcasts    
        designed to cause troubles

People’s Desire
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People’s Desire
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【 注 】
（ 1 ）マウンエイ副議長は 1993 年以来，その地位にあった。
（ 2 ）その後，2011 年 7 ～ 8 月頃からのテインセイン政権による，一連の改革の推

進には目を見張るものがある。それでも，そうした改革の行方を見通すためにも，
この問いに答えを出すことは重要であると考える。

（ 3 ） 詳 し く は， 工 藤 ［2010： 序 2-6］ を 参 照（http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Download/Report/2009/pdf/2009_404_ho.pdf，2010 年 12 月 22 日アクセ
ス）。

（ 4 ）しかしながら，発展途上国におけるこうした形式的な選挙の導入は，ミャンマー
に限ったことではない。コリアーはポスト冷戦期における最貧国への民主主義の
普及（のようにみえていた現象）は，実際には「選挙の普及」に過ぎなかったと
し，それはデモクラシーではなく「デモクレイジー」をもたらしたと指摘する（コ
リアー［2010：第 1 章］）。そうした意味では，ミャンマー軍政の「負けない選挙」
の導入は，最貧国において必ずしも特異なものではない。

（ 5 ）ミャンマー人政治学者のチョーインフラインは関係者へのインタビューにもと
づき，「つまることころ，国軍は NLD へ政権を移譲することは，個々の軍人にとっ
ても，組織にとっても，国益上も脅威になると考えた」（Kyaw Yin Hlaing ［2010：
35-36］）と指摘している。

（ 6 ）ビルマ共産党については Lintner ［1990］を参照。
（ 7 ）中緬国境地域の越境経済活動に伴う社会的問題については，畢［2010：397-

402］を参照。
（ 8 ）こうした軍拡を支えたのは天然ガスをはじめとする資源輸出であったが，これ

については次節で紹介する。
（ 9 ）ミャンマー軍政の経済改革のあり方については，三重野 ［2005：25-69］に詳しい。
（10） この時期の対外開放政策と貿易のパフォーマンスについては，Kudo and Mieno 

［2009］を参照。
（11）民間部門が稼ぐ外貨には，ミャンマー人移民労働者の送金も含まれる。1990 年

代にあっては，彼らの送金は重要な獲得源であった。詳しくは第 8 章を参照。
（12）ここで述べたとおり，財政赤字に苦しむ発展途上国の政府がインフレ税を求め

て貨幣供給量を増大させることは，珍しいことではない。ミャンマーの場合，幸
いにもハイパーインフレに見舞われることはなかったが，仮にそのような事態に
陥っていたら，国民経済と生活がどれほどの打撃を受けたかわからない。ハイパー
インフレによって価値を失い，2009 年 4 月に発行が停止されたジンバブエ・ドル
がひとつの事例である。

（13）特定の活動（事業）を禁止する法律において，その法律の制定以前に行われた
活動（事業）を例外扱いとする条項。

（14）1990 年代央以降の経済改革の後退については，Kudo ［2001：40-44］を参照。
（15）コリアーは最貧国の成長を阻害する 4 つの罠のひとつとして，「天然資源の罠」

を挙げている（コリアー［2008：第 3 章］）。これは最近よく聞かれるようになっ
た「資源の呪い」と同じ意味である。「呪い」にはさまざまなものが含まれるが，

経済的に重要なのはいわゆるオランダ病である。ミャンマーでも天然ガス輸出が
本格化した後，自国通貨チャットの価値が上昇し，伝統的な輸出品である農作物
や衣料品などの輸出競争力が削がれている。天然ガス輸出の収入はミャンマー政
府が独占しているのに対し，農作物や衣料品の輸出からの収入の一部は農民や労
働者へもわたる。天然ガス輸出は政府にとっては福音であるが，一般の国民にとっ
てはむしろ災いである。政治的には，資源レントが民主主義を機能不全にする可
能性が重要である。軍政が天然ガスによる外貨収入で軍拡路線を突き進んでいる
様子をみると，ミャンマーも資源の呪いにかけられていることがわかるだろう。

（16）中国もまたネーウィン将軍が率いるミャンマー国軍を反中国勢力ととらえてい
た（佐久間 ［1993：185］）。

（17）日本の援助はミャンマーが 1976 年から 1990 年に受け取った 2 国間援助の 67％
を占めた（Kudo ［2010：251-255］）。ミャンマーは 1976 年以降，ほぼ毎年日本の
援助受取国ランキングで，上位 10 に入る大口受取国であった。

（18）2003 年のアメリカの制裁措置のなかでも，ミャンマー品の輸入禁止は縫製産業
に大きな影響を与えた。この影響については Kudo ［2008］を参照。他方，すでに
述べたとおり 1997 年の投資禁止がミャンマーにおける欧米企業の天然ガス開発を
阻害することはなかった。

（19）ただし，欧米諸国の経済制裁が先進国からの投資やそれとの貿易を阻害し，ミャ
ンマー経済の持続的成長に悪影響を及ぼしたことは間違いない。

（20）2002 年に独立した東ティモールは加盟していない。
（21）GMS はタイ，CLMV に中国の雲南省を加えたメコン川が流れている地域を指

した。ただし，2005 年に中国の広西チワン族自治区が加わり，メコン川流域国と
いう意味合いは薄れている。GMS 経済協力の経緯については，石田 ［2007：16-
21］を参照。

（22）ただし，地域・州議会における少数民族代表を選ぶ権利のある有権者は，もう
1 票を投じた。

（23）すでに読者の皆さんの多くがご存知のとおり， テインセイン新政権下でさまざ
まな改革が進んでいる。最終章では， 新政権の改革路線の背景を探り， それに対
する現時点での評価を提示したい。

（24）ところが，2011 年 8 月 16 日以降，こうしたプロパガンダの掲載が停止された。

〔参考文献〕

＜日本語文献＞
アジア経済研究所編［1991］『アジア動向年報 1991 年版』アジア経済研究所。

［2010］『アジア動向年報 2010』アジア経済研究所。
石田正美［2007］「大メコン圏経済協力と三つの経済回廊」（石田正美・工藤年博編『大
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